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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年8月1日(2013.8.1)

【公開番号】特開2012-169397(P2012-169397A)
【公開日】平成24年9月6日(2012.9.6)
【年通号数】公開・登録公報2012-035
【出願番号】特願2011-28184(P2011-28184)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  25/04    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成25年6月13日(2013.6.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　カソード同士が接続した第１および第２ダイオード並びにアノード同士が接続した第３
および第４ダイオードを有し、前記第１および第３ダイオードが直列接続し、前記第２お
よび第４ダイオードが直列接続して成るダイオードブリッジと、
　前記第１ダイオードと第３ダイオードとの接続ノードに接続した第１スイッチング素子
と、
　前記第２ダイオードと第４ダイオードとの接続ノードに接続した第２スイッチング素子
とを備え、
　前記第１および第２ダイオードはワイドバンドギャップ半導体を用いて形成したショッ
トキーバリアダイオードであり、
　前記第３および第４ダイオード、並びに前記第１および第２スイッチング素子はシリコ
ンを用いて形成したダイオード並びにスイッチング素子である
ことを特徴とする半導体モジュール。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明に係る半導体モジュールは、カソード同士が接続した第１および第２ダイオード
並びにアノード同士が接続した第３および第４ダイオードを有し、前記第１および第３ダ
イオードが直列接続し、前記第２および第４ダイオードが直列接続して成るダイオードブ
リッジと、前記第１ダイオードと第３ダイオードとの接続ノードに接続した第１スイッチ
ング素子と、前記第２ダイオードと第４ダイオードとの接続ノードに接続した第２スイッ
チング素子とを備え、前記第１および第２ダイオードはワイドバンドギャップ半導体を用
いて形成したショットキーバリアダイオードであり、前記第３および第４ダイオード、並
びに前記第１および第２スイッチング素子はシリコンを用いて形成したダイオード並びに
スイッチング素子であるものである。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　ここで、本発明に対する比較例として、従来のＰＦＣモジュールの構造を説明する。図
２はその構造を示す平面図および断面図である。従来のＰＦＣモジュールでは、第１～第
４ダイオードＤ１R，Ｄ１S，Ｄ２R，Ｄ２Sは、Ｓｉを用いて形成したダイオードであり、
先に説明されているように、耐電圧を数百Ｖ以上にする場合はＰｉＮダイオードが用いら
れ、耐電圧を数百Ｖ以下にする場合はＳｉのショットキーバリアダイオードが用いられる
。また、第１および第２スイッチング素子ＳＷR，ＳＷSは、Ｓｉを用いて形成した例えば
ＩＧＢＴである。すなわち第１～第４ダイオードＤ１R，Ｄ１S，Ｄ２R，Ｄ２Sおよび第１
および第２スイッチング素子ＳＷR，ＳＷSは、いずれもＳｉデバイスであった。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　本実施の形態では、電力制御用のチップ（パワーチップ）である第１～第４ダイオード
Ｄ１R，Ｄ１S，Ｄ２R，Ｄ２Sおよび第１および第２スイッチング素子ＳＷR，ＳＷSのうち
、ダイオードブリッジの上アームである第１および第２ダイオードＤ１R，Ｄ１SをＳｉＣ
デバイスのショットキーバリアダイオードにしている。その他のパワーチップは従来と同
様に、第３および第４ダイオードＤ２R，Ｄ２SはＳｉデバイスのダイオードであり、耐電
圧を数百Ｖ以上にする場合はＰｉＮダイオードが用いられ、耐電圧を数百Ｖ以下にする場
合はＳｉのショットキーバリアダイオードが用いられる。また、第１および第２スイッチ
ング素子ＳＷR，ＳＷSはＳｉデバイスのＩＧＢＴ等である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　＜実施の形態２＞
　図４は実施の形態２に係るＰＦＣモジュールの構成図である。本実施の形態では、筐体
２００の内部において、ＳｉＣデバイスである第１および第２ダイオードＤ１R，Ｄ１Sを
、第３および第４ダイオードＤ２R，Ｄ２Sや第１および第２スイッチング素子ＳＷR，Ｓ
ＷSよりも外側に配設している。すなわち第１および第２ダイオードＤ１R，Ｄ１Sは、リ
ードフレーム１０１～１０４が突出する筐体２００の一側面の近くに配設される。また実
施の形態１と同様に、第１および第２ダイオードＤ１R，Ｄ１Sを搭載する第１リードフレ
ーム１０４は、筐体２００の内部において、下方（第１および第２ダイオードＤ１R，Ｄ
１S搭載面の垂直方向）に屈曲していない。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　この構成によれば、第１および第２ダイオードＤ１R，Ｄ１Sとリードフレーム１０２，
１０３とを接続するワイヤ配線１１０を短くすることができる。このワイヤ配線１１０の
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長さはＰＦＣモジュールのサージ電流耐量に影響し、それを短くすればサージ電流耐量を
向上させることができる。例えば６００Ｖ・２０Ａ（ｒｍｓ）定格のＰＦＣモジュールで
は、第１および第２ダイオードＤ１R，Ｄ１Sとリードフレーム１０２，１０４とを接続す
るワイヤ配線１１０の長さを従来の半分程度（従来１０ｍｍだったのものを５ｍｍに）す
ることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　またＳｉＣデバイスは低抵抗であるため、チップの小型化が可能である。例えば６００
Ｖ・２０Ａ（ｒｍｓ）定格のモジュールでは、第１および第２ダイオードＤ１R，Ｄ１Sの
チップサイズを半分程度にできる。そのため第１および第２ダイオードＤ１R，Ｄ１Sを外
側に寄せると、筐体２００の中央部にスペースができる。本実施の形態では、そのスペー
スに貫通孔１２２を配設する。すなわち第１および第２ダイオードＤ１R，Ｄ１Sの少なく
とも片方は、平面視で貫通孔１２２と上記筐体２００の一側面との間に配設される（図５
の平面図において、貫通孔１２２と第１および第２ダイオードＤ１R，Ｄ１Sとが縦に並ぶ
）。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　Ｄ１R　第１ダイオード、Ｄ１S　第２ダイオード、Ｄ２R　第３ダイオード、Ｄ２S　第
４ダイオード、ＳＷR　第１スイッチング素子、ＳＷS　第２スイッチング素子、１００　
ドライバＩＣ、１０１～１０５　リードフレーム、１１０　ワイヤ配線、１２１，１２２
　貫通孔、２００　筐体。
【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２】


	header
	written-amendment

